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一　発　　行　一

寝屋川市農業委員会
(事務局)
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丁E」 O72(825)2746(直通)

干AX O72(824)3090

メールアドレス: noui@city.neyagawa.osaka.jp

今年3月に農業委員の推薦・公募の受付を行い、農業関係団体等から16名の推薦と
一般応募1名の計17名を寝屋川市議会の同意を得て、 7月20日に寝屋川市農業委員

として寝屋川市長が任命しました。

同日には寝屋川市長の招集により、今期初めてとなる総会が開催され、会長をはじ
めとする役員を選出し、新体制がスタートしました。

二　=　　　　　　二。_　　臆-曲　　一〇〇〇　　　　　　」　　　臆

北川　博
会長・大阪府農業会議会員

住所二仁和寺本町二丁目

主　な　内　容

◎第24期農業委員紹介

i∴痛詳説些聖書臆臆　　_

平素は本市農業委員会活動にご協力をいただき
まして厚くお礼申し上げます。

この度、皆様のご推挙をいただき、農業委員会
会長に就任させていただくことになりました。

市内の農地は、新鮮な農産物を提供し、緑地は
良好な生活環境を作り、災害時は必要なスぺ葛ス
となります。

これらの農地を守り、活かすことにしっかり取

り組みます。

◎令和2年度寝屋川市農業委員会活動計画を策定・・ち……… (4)

◎令和元年度農業委員会審議処理件数等の報告　………… (5)

⑥令和2年度寝屋川旧農業施策、下限面積のお知らせ　…… (5)

◎特定生産緑地・生産緑地追加指定の受付　………………… (6)

都　市　農　地　は　気　温　を　和　ら　げ　る　立　役　者
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第24期寝屋川市農業委員

擬措,.
で蕃重責

重　富宮

掌もェ

萎
間
闘

副
会
長
(
会
長
職
務
代
理
者
)

住
　
　
所
‥
国
松
町

近
年
、
後
継
者
や
遊
休
農
地
等

の
問
題
を
よ
く
聞
き
ま
す
が
、
こ

の
寝
屋
川
の
農
業
を
未
来
の
あ
る

将
来
の
開
け
た
も
の
に
な
る
よ

う
、
進
め
た
い
所
存
で
す
。

農
政
企
画
委
員
長

住
　
　
所
‥
太
秦
元
町

寝
屋
川
市
の
農
業
委
員
会
の
自

覚
を
持
っ
て
、
市
の
農
業
行
政
に

尽
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

農
地
調
整
委
員
長

住
　
　
所
‥
打
上
元
町

担
当
地
区
‥
打
上

多
機
能
性
の
あ
る
農
地
の
保
全

は
、
都
市
近
郊
に
お
い
て
は
困
難

に
な
っ
て
き
て
い
る
。

農
地
利
用
の
最
適
化
に
向
け
努

力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

住
　
　
所
‥
臼
井
町

担
当
地
区
‥
郡
・
美
井
・
臼
井

開
発
に
伴
う
農
地
の
減
少
、
高

齢
化
に
よ
る
遊
休
農
地
が
増
加
す

る
中
で
、
よ
り
よ
い
農
地
利
用
の

在
り
方
に
つ
い
て
、
委
員
の
皆
様

と
議
論
を
重
ね
、
農
業
の
振
興
に

尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

住
　
　
所

担
当
地
区

木
屋
町

石
津
・
大
間

木
屋
・
平
池

こ
の
度
、
初
め
て
農
業
委
員
に

就
任
し
ま
し
た
。

地
元
農
業
の
振
興
及
び
発
展
に

取
り
組
み
、
農
地
の
役
割
に
つ
い

て
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

◆
享
で
⇔
ぐ
を
令
名
や
◇
¥
や
◇
く
/
く
く
(
そ
ぐ
ぐ
ジ
ン
、
く
ぐ
も
企
く
ぐ
◇
曾
く

⇔
◆
◇
少
今
金
⑯
今
や
撃
◇
ゆ
◇
◇
◇
ヽ
◇
↓
(
)
◇
)
◇
◇
)
(

れ
ま
す
。

地
の
発
生
防
止
・
解

たい。

令
を
命
令
く
¥
㊦
多
く
書
く
冬
◇
↑
く
の
く
緯
㊧

住
　
　
所
‥
寝
屋
一
丁
目

担
当
地
区
‥
寝
屋
・
大
谷

農
業
委
員
は
今
回
で
二
期
目
と

な
り
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
力
不
足
で
は
あ
り
ま

す
が
、
市
内
の
農
地
の
適
切
な
維

持
・
管
理
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り

た
い
と
思
い
ま
す
。

住
　
　
所

担
当
地
区

中
神
田
町

大
利
・
東
高
柳
・

上
神
田
・
中
神
田

下
神
田

農
地
を
維
持
す
る
こ
と
が
難
し

く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
都
市
農
業

の
役
割
は
色
々
と
あ
り
ま
す
。

農
地
の
保
全
と
活
用
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。
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北野　紀美子

西尾　晴雄

木部　公垂

寝屋川市

中東　敬夫

住
　
　
所
‥
池
田
本
町

主
婦
の
立
場
か
ら
市
民
の
健
康

を
保
つ
た
め
、
消
費
者
と
し
て
新

鮮
で
安
全
な
地
域
の
野
菜
の
供
給

と
農
業
の
活
性
化
を
期
待
し
ま

す。

住
　
　
所
‥
木
田
町

担
当
地
区
‥
上
木
田
・
中
木
田

下
木
田
・
新
家

今
、
改
め
て
農
業
を
続
け
て
い

く
こ
と
の
し
ん
ど
さ
を
肌
身
で
感

じ
て
お
り
、
大
切
な
農
地
を
次
世

代
に
つ
な
い
で
い
け
る
よ
う
農
業

委
員
と
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り

ます。

貝委棄農

住
　
　
所
‥
堀
清
一
丁
目

担
当
地
区
.
堀
溝
・
河
北

地
域
農
業
の
維
持
、
継
続
、
活

性
化
に
委
員
の
皆
さ
ん
、
事
務
局

と
共
に
、
農
業
施
策
に
つ
い
て
考

え
、
農
地
保
全
に
向
け
努
力
い
た

し
ま
す
。

住
　
　
所
‥
大
谷
町

こ
の
度
、
初
め
て
農
業
委
員
に

就
任
致
し
ま
し
た
。

寝
屋
川
市
で
の
、
地
産
地
消
や

エ
コ
農
法
、
ま
た
農
地
の
適
正
な

維
持
管
理
に
事
務
局
と
取
り
組
ん

で
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

住
　
　
所
‥
成
田
東
が
丘

担
当
地
区
二
品
倉
・
明
和

農
業
委
員
に
は
平
成
2
3
年
に
就

任
し
て
以
来
、
三
期
日
と
な
り
ま

す。
地
域
農
地
が
減
少
し
て
い
く
中

で
、
事
務
局
と
共
に
一
生
懸
命
に

委
員
活
動
に
取
り
組
み
ま
す
。

住
　
　
所
‥
東
町

担
当
地
区
‥
国
松
・
秦
・
太
秦

新
任
農
業
委
員
で
す
。

多
発
す
る
豪
雨
災
害
と
農
地
の

防
災
機
能
、
所
有
者
不
明
土
地
の

増
加
、
食
育
活
動
の
推
進
等
に
関

心
を
持
っ
て
い
ま
す
。

期42第

住
　
　
所

担
当
地
区

高
柳
四
丁
目

西
高
柳
・
対
馬
江

黒
原
・
仁
和
寺
・

上
仁
和
寺

農
業
委
員
の
重
責
を
考
え
、
都

市
化
農
地
の
保
全
並
び
に
地
域
農

業
の
振
興
及
び
活
動
に
、
所
有
者
、

行
政
、
農
協
等
の
連
携
を
取
り
、

誠
意
努
力
い
た
し
ま
す
。

住
　
　
所
‥
葛
原
二
丁
目

担
当
地
区
‥
葛
原
・
点
野
乗
・

点
野
西
・
池
田
中

池
田
下
・
池
田
川

二
期
目
の
農
業
委
員
を
拝
命
し

ま
し
た
。
一
期
目
の
ご
指
導
及
び

経
験
を
も
と
に
、
本
市
農
政
発
展

の
た
め
取
り
組
み
た
い
と
思
い
ま

す。
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農業、農地に関するさまざまな諸問題や農政の普及推進活動に積極的に取り組むため、活動計
画を決定いたしました。

市内農地の現況利用状況の把握と無断砥用
や遊休農地化防止を目的とした農地パトロー
ルを、 8月一9月に市内を5地域に分け実施

します。

遊休農地発生原因として、相続による非農家
所有農地の増加や農業後継者の不在等があるな
かで、農地の利用と活用を図るべく、遊休農地
所有者に対し、耕作再開の指導を行うとともに、
以下のあっせんに努めるなど、遊休農地解消や
発生の抑制に取り組みます。
①賃貸借等のあっせん　②農作業委託のあっせん
③貸農園開設のあっせん

市が行う農業の担い手育成の協力に努めてま
いります。また、農業者を目指す方や企業等に
ついても貸借が可能であることから、市と十分

連携しながら、新たな市内農業の貴重な担い手
確保に努めてまいります。

委員会での活動内容や農業や農地に関する情
報発信として、 「ねやがわし農業委員会だより」
を発行します。

大阪府下の農業委員が一堂に会する「大阪府
農業委員大会」に消費者協会会員にも参加を求
め、都市農業の実情、喫緊の課題を消費者の方々
にも理解していただき、消費者の立場から意見
を求めてまいります。

当委員会が市及び教育委員会に要望し実現し
てきた「学校給食に地元農産物使用」として、
一定の定着が図られてきました。

「寝屋川市教育・農業連絡協議会」に参画し、

さらに意思疎通と内容充実を図るものとして、
出荷者である農家と給食現場との直接交流の場
を設けるようにします。

耕作放棄地の発生防止・解消等の農地利用の
最適化を進めるとともに、必要に応じて関係行
政機関に対し意見の提出を行ってまいります。

また、行政委員会としての機能を発揮できる
ように委員研修に取り組み、充実を図ります。∴富

毎月開催している委員会総会に、誰でも傍聴
参加できるようにするため、事前に事務局窓口
において、開催日時・開催場所及び自由に傍聴
できる旨の公示を行い、開かれた農業委員会を
目指します。

①　都市農地の保全を図るため、特定生産緑地
の指定や生産緑地地区の追加指定について、
農家に対し積極的に周知してまいります。

②　農業委員としての日常活動として、地元集
落や農家の相談や協議及び指導に対しても積
極的に行ってまいります。

③　毎年多数の一般市民が参加する「寝屋川市
農業まつり」へも、積極的に参画してまいり
ます。

④ト寝屋川市の農業者支援事業(例:レンゲ畑
の開放農地事業、防災協力農地、農作業用機
械器具整備支援)へ積極的に協力してまいり
ます。

⑤　朝市を実施する団体の取組みについて、積
極的に協力してまいります。

⑥　寝屋川市の産業振興に対して農業者の役割
や責務の周知・啓発を行ってまいります。
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市の農業施策に取り組む農業者が含まれる3農
家以上で構成される組織が、農作業用機械器具を

新規購入や買い替えをする際に、機械の購入費用
の一部を支援します。

新鮮で安全・安心な地元農産物の、朝市や学校

給食、市内のスーパー等小売店への出荷を支援し
ます。

農地にレンゲ等を植栽し開放することで、多く
の市民に農地に親しみを持っていただくよう、農

地景観形成事業を推進します。

本市で農地を取得(貸借を含む)し、取得

後も耕作する場合には、農業委員会の許可が

必要となります。

市内・市外を問わず、現在耕作している農

地(農地を借りて耕作している農地を含む)

と新たに取得したい農地を合わせて、 20㌃

(2,000竜)以上でなければ、農業委員会では

売買等の許可はできません。

この20㍍‾が適正であるのか、毎年見直しを

行い、今年も8月に農政企画委員会で協議

し、同月の農業委員会総会において、現行ど

おりとすることを決定いたしました。

和元年度農業委員会の
圭　審議処理件数等の報告

平成3「年4月「目から令和2年3月3「

目までの間に、農業委員会で審議された

主な法令業務などについて、下記のとお

り報告します。

◎農地法関係

件数 �筆数 �面積(正) 

3条許可(農地売買等) �4 �4 �1,549 

4条届出・(農地転用) �18 �23 �7,789 

市街化区域 

4条許可・(農地転用) �0 �0 �0 

市街化調整区域 

5条届出・(転用売買等) �19 �57 �25,760 　倉 

市街化区域 

5条許可・(転用売買等) �3 �21 �7,410 

市街化調整区域 

農地転用合計　, �40 �101 �40,959 

18条許可(賃貸借解約) �0 �0 �0 
一方解約 

18条通知(賃貸借解約) �1 �1 �l,249 

合意解約 

◎租税特別措置法関係

件数 �筆数 �面積(壷) 

贈与税・相続税納税猶予 �7 �9 �7,637 

適格者証明　、 

贈与税・相続税納税猶予 �1 �2 �2,696 

特例農地利用状況確認 

件数 �筆数 �面積(誼) 

農地へ地目変更承認願 �2 �2 �532 

農業用倉庫承認願 �3 �3 �93 
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『
特
定
生
産
緑
地
』

指
定
の
受
付
を

行
っ
て
い
ま
す

『
生
産
緑
地
地
区
』

追
加
指
定
を

行
っ
て
い
ま
す

受

　

付

生
産
緑
地
地
区
の
都
市
計
画
決
定
か
ら
0
0
年
経
過
後

は
、
い
つ
で
も
買
取
り
申
出
が
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、

現
在
適
用
さ
れ
て
い
る
税
制
措
置
が
適
用
さ
れ
な
く
な

り
ま
す
。

そ
こ
で
、
引
き
続
き
都
市
農
地
の
保
全
を
図
る
た
め
、

特
定
生
産
緑
地
制
度
が
創
設
さ
れ
、
市
は
所
有
者
の
意

向
に
基
づ
き
特
定
生
産
緑
地
に
指
定
で
き
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

特
定
生
産
緑
地
に
指
定
ざ
れ
る
と
、
買
取
り
申
出
が

可
能
と
な
る
時
期
が
1
 
0
年
延
伸
さ
れ
、
現
在
適
用
さ
れ

て
い
る
税
制
措
置
が
引
き
続
き
適
用
さ
れ
ま
す
。

現
在
、
平
成
4
年
及
び
5
年
に
決
定
さ
れ
た
生
産
緑

地
の
受
付
を
し
て
い
ま
す
。
平
成
6
年
以
降
に
決
定
さ

れ
た
も
の
は
、
令
和
3
年
4
月
か
ら
順
次
受
付
け
ま
す
。

※
特
定
生
産
緑
地
の
指
定
は
、
都
市
計
画
決
定
か
ら
0
0

年
経
過
す
る
ま
で
に
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
3
0

年
経
過
後
は
、
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

一
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

次
の
要
件
を
満
た
し
、
か
つ
現
地
調
査
な
ど
の
結
果
、

生
産
緑
地
法
に
基
づ
く
指
定
可
能
な
農
地
に
つ
い
て
、

土
地
所
有
者
の
申
出
に
基
づ
き
、
追
加
指
定
を
行
っ
て

い
ま
す
。

・
現
況
が
農
地
で
あ
る
こ
と
。

・
一
団
3
0
0
壷
以
上
の
区
域
で
あ
る
こ
と
。
(
※
)

・
公
害
や
災
害
の
防
止
、
農
林
漁
業
と
調
和
し
た
都
市

環
境
の
保
全
な
ど
の
効
用
が
あ
り
、
公
共
施
設
な
ど

の
用
地
に
適
し
て
い
る
こ
と
。

・
用
排
水
な
ど
の
営
農
継
続
可
能
条
件
を
満
た
し
て
い

る
こ
と
。

※
「
同
一
の
街
区
」
　
ま
た
は
　
「
隣
接
す
る
街
区
」

に
存
在
す
る
複
数
の
農
地
で
合
計
面
積
が
3
0
0
壷

以
上
と
な
る
も
の
　
(
一
団
の
農
地
を
構
成
す
る

個
々
の
農
地
の
面
積
は
1
0
9
m
が
下
限
)

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
及
び
生
産

緑
地
地
区
の
追
加
指
定
の
受
付
は
、

2
軸
化
事
業
本
部
で
随
時
行
っ
て
い

ま
す
。必

要
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
市
(
2

軸
化
事
業
本
部
)
　
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

相

　

談

特
定
生
産
緑
地
の
指
定
及
び
生
産

緑
地
地
区
の
追
加
指
定
に
関
す
る
ご

相
談
は
、
2
軸
化
事
業
本
部
ま
た
は

農
業
委
員
会
事
務
局
で
随
時
受
け
て

い
ま
す
。

【
2
軸
化
事
業
本
部
】

寝
屋
川
市
役
所
本
庁
3
階

【
農
業
委
員
会
事
務
局
】

寝
屋
川
市
上
下
水
道
局
3
階


